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●高知市高齢者保健福祉計画推進協議会条例

(平成 27年 4月 1日条例第 47号) 

（設置） 

第１条 高知市高齢者保健福祉計画（以下「高齢者保健福祉計画」という。）及び高知市介

護保険事業計画（以下「介護保険計画」という。）の策定及び推進等に当たり，広範な市

民の意見を反映するため，高知市高齢者保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の策定に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進の方策に関すること。

(4) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の見直しに関すること。

(5) 高齢者保健福祉計画と介護保険計画との調和に関すること。

(6) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進に関すること。

（組織）

第３条  協議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内で組織する。 

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市民

(4) その他市長が特に必要と認める者

２ 前項第３号の委員は，公募によるものとし，その選考に当たっては，高知市高齢者保健

福祉計画推進協議会公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）において審査

する。 

３ 委員の公募の実施並びに選考委員会の組織及び運営について必要な事項は，市長が 

別に定める。 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条  協議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２  会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を行う。 

（会議） 

第６条  協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 

（資料提供その他の協力等） 

第７条 協議会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局そ

の他の者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

（守秘義務） 

第８条 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様
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とする。 

（専門部会） 

第９条 協議会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，協議会に専門

部会を置くことができる。 

２  専門部会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。 

（庶務） 

第10条  協議会の庶務は，健康福祉部において処理する。 

（その他） 

第11条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が協

議会に諮って定める。 

附 則     

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において置かれていた高知市高齢

者保健福祉計画推進協議会（高知市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱（平成６

年７月26日制定）の規定に基づき組織されたものをいう。以下「旧協議会」という。）は，

協議会となり，同一性をもって存続するものとする。 

３ この条例の施行の際現に旧協議会の委員として市長から委嘱されている者及び旧協議

会の会長又は副会長に選任されている者は，施行日において協議会の委員に委嘱され，

又は会長若しくは副会長に選任されたものとみなす。ただし，その任期は，第４条第１項

の規定にかかわらず，旧協議会の委員並びに会長及び副会長としての残任期間に相当

する期間とする。 

 

 

 

●高知市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画基本方針 

 

 国は，団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年をめどに，高齢者が住

み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう，医療・介護・予防・住ま

い・生活支援サービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築を

うたっています。本市では，「自立支援」「地域づくり」「協働」の３つの基本方針

を掲げ，地域の特性に応じた切れ目ない支援の充実・強化をはかっていきま

す。 

 

3



  

●計画推進のための重点施策 

 

 

1-1) 自立支援の理解促進 

1-2) 自立をめざすケアマネジメントの実施 

1-3) 自立をめざす介護予防サービスの 

提供  

1-5)  介護サービスの質の向上 

3-2) 住民主体の介護予防活動への支援 

3-3) かかりつけ医，かかりつけ歯科医， 

かかりつけ薬局の普及 

4-1) 社会参加を支援するしくみづくり 

4-2) 地域での支え合い・助け合いの 

しくみづくり 

基
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念 
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1 自立した生活をめざした支援  

4 いきがいづくり  

3 高齢社会の健康づくり  

2 認知症の人への支援  

1-4) 生活支援の充実 

3-1) 生活習慣病の予防 

2-1) 認知症の理解促進 

2-2) 初期からの切れ目ない支援体制の 
充実 

2-3) 介護者への支援 

1-6) 医療・介護連携 
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１． 高知市高齢者保健福祉計画 

（平成 27～29 年度）の重点施策 

の結果 
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現計画 重点施策の結果 

高知市高齢者保健福祉計画(平成 27～29年度)重点施策の結果  

指標に対する実績値 （★は平成 29 年８月現在，指標を達成しているもの） 

１ 自立した生活をめざした支援 

65歳の平均自立期間  

（65 歳の人が要介護２の状態に

なるまでの期間） 

 男性  女性 

指標（平成 28年） 17.8年 20.8年 

平成 22年 16.78年 20.12年 

平成 24年 16.70年 20.63年 

平成 25年 17.30年 20.32年 

平成 26年 17.31年 20.95年 

平成 27年 17.48年 21.08年 

平成 28年 計測中 計測中 

                    ※平成 28年度数値は統計データの関係により平成 29年度中に計測予定    

 

※平成 26年度と平成 29年度では設問及び回答内容が少し異なる 

 

１－１ 自立支援の理解促進 

市民に対する「自立支援」啓発リー

フレットを活用した普及啓発活動

数 

 指標 

（平成 29年度） 

 

300回以上 

 平成 29年度 計測中 

 

高齢者保健福祉に関するアンケー

ト調査で「介護保険制度の趣旨を

理解している」人の割合及び「自立

支援の考え方を理解している（質

問新設）」人の割合 

 一般高齢者 要支援認定者 

 指標 

（平成 29年度） 

 

80％ 

 

70％ 

平成 26年度 70.5％ 61.6％ 

平成 29年度 ― ― 

                            ※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の自覚的健康感の向上 

※平成２３年度・平成２６年度 

：自覚的健康感が「よい」「まあよい」「ふつう」の割合 

※平成２９年度 

 ：認定を受けていない者（N=2,416）の自覚的健康感が「と

てもよい」「まあよい」の割合 

 一般高齢 

 指標 

(平成 29年度) 

 

 80％ 

平成 23年度  74％ 

平成 26年度 77.6％ 

平成 29年度 75.7％ 

★ 

★ 
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現計画 重点施策の結果 

１－２ 自立をめざすケアマネジメントの実施 

ケアプランの点検： 

市内の全居宅介護支援事業所に

対して実施 

  実施件数 

点検件数 ヒアリング件数 

 平成 27年度 81件 

（23事業所） 

３件 

（３事業所） 

 平成 28年度 71件 

（28事業所） 

20件 

（16事業所） 

平成 29年度 平成 29年 10月以降 

実施予定 

平成 29年 10月以

降実施予定 

 

新規要支援認定者

で介護予防サービス

利用者の認定更新

時の維持改善率 

    要支援１    要支援 2 

  改善  維持   改善   維持 

指標 7％ 80％ 30％ 55％ 

平成 23年 4～7月 6.3％ 71.9％ 25.9％ 52.5％ 

平成 24年度末  0.5％ 67.6％ 15.7％ 70.1％ 

平成 25年度末  0.5％ 72.3％ 25.4％ 62.1％ 

平成 26年度末  0.3％ 67.0％ 23.3％ 55.9％ 

平成 27年度末  1.2％ 69.2％ 24.8％ 56.8％ 

平成 28年度末  1.8％ 68.6％ 29.4％ 55.0％ 

平成 29年 4～7月  1.0％ 65.3％ 31.3％ 53.7％ 

 

１－３ 自立をめざす介護予防サービスの提供 

通所型介護予防サービス利用者の

うち認定更新時に介護度が改善して

いる割合   

 改善 維持 

指標 

（平成 29年度） 

 

  10％以上 

 

75％以上 

平成 23年 4～7月 5.4％ 68.0％ 

平成 26年度末 6.4％ 67.6％ 

平成 27年度末 7.6％ 65.9％ 

平成 28年度末 ７.6％ 66.3％ 

平成 29 年 4～7 月 6.4％ 69.6％ 

 

１－５ 介護サービスの質の向上 

自立をめざすケア研修 

日中おむつ使用率２割以下の研修参加施設の

割合 

指標(平成 29年度)  90％ 

平成 23年度   77.8％ 

平成 26年度（N=24） 90.9％ 

平成 27年度（N=13） 84.6％ 

平成 28年度（N=21） 71.4％ 

平成 29年度 現在実施中 

※実績は，認知症対応型共同生活介護事業所のみの数値 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 
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現計画 重点施策の結果 

 

平均水分摂取量 1500 ㏄以上の研修参加事業

所の割合 

指標(平成 29年度)  40％ 

平成 23年度   38.5％ 

平成 26年度（N=24） 40.9％ 

平成 27年度（N=13） 61.5％ 

平成 28年度（N=21） ★   42.8％ 

平成 29年度 現在実施中 

※実績は，認知症対応型共同生活介護事業所のみの数値 

 

 

2 認知症の人への支援 

２－１ 認知症の理解促進 

認知症サポーター養成講座受講者数  

指標(27～29年度) 5,000人以上   

【参考】平成 22年度末 総数約 6,400人 

【参考】平成 26年 8月末 総数 11,148人 

平成 27年度 1,986人/年 

平成 28年度 1,385人/年 

平成 29年度８月末 1,017人/年 

※3年間総数 4,388人 

 

認知症サポーターステップアップ研修受講者の

うち，高知市社会福祉協議会へボランティア登

録した人 

指標(29年度) 150人以上   

平成 28年度 53人 

平成 29年 10月現在      63人 

 

2-2 初期からの切れ目ない支援体制の充実 

認知症の人の医療保護入院 

指標(29年度) 170人 

平成 23年 4～9月 150/418件（35.8％） 

平成 26年 4～8/28進達 76/257件(30％) 

平成 26年 4月～ 

27年 1月 

168/613 件(27.4％) 

平成 28年 4月～ 

29年 1月 

187/545件(34.3％) 

平成 29年 4月～ 

30年 1月 

平成 30年 1月以降に

計測可能 

 

 

 

 

 

 

 

★ 

 

★ 
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現計画 重点施策の結果 

市民とともに，多職種で認知症の人の支援につ

いて検討した回数 

指標（29年度） 100回 

平成 24年度 9回 

平成 25年度 9回 

平成 26年 4～8月 25回 

平成 27年 1月末 53回 

平成 28年度 10回 

平成 29年度 ０回 

 

認知症初期集中支援チーム数 

指標（29年度）   3チーム 

平成 26年度 ０チーム 

平成 27年度 １チーム 

平成 28年度 ２チーム 

平成 29年度 ２チーム 

 

2-3 介護者への支援 

認知症カフェ 開催箇所数 

指標(29年度) 10か所 

平成 27年 1月末 3か所 

平成 28年度末 18か所 

平成 29年７月末現在 21か所 

 

３ 高齢社会の健康づくり 

３-1 生活習慣病の予防 

６９歳以下の脳卒中患者割合 

 指標（29年） 30％ 

平成 25年 31.8％ 

平成 27年 30.6％ 

 

血圧が高いといわれたことのある

40～69歳の市民が治療を受けて

いる割合 

 指標（29年度） ６５％以上 

平成 2４年度 61.8％ 

平成 29年度 59.5％ 

 

3-2 市民主体の介護予防活動への支援 

「加齢による筋力低下は改善できると思う」 

一般高齢者 

指標(29年)  65％以上 

平成 26年  59.1％ 

平成 29年 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

 

「口の体操や口の中を清潔にすることが肺炎予

防につながることを知っている」一般高齢者 

指標(29年)  70％以上 

平成 26年  63.2％ 

平成 29年 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

★ 

★ 
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現計画 重点施策の結果 

 

いきいき百歳体操 実施か所数 

指標(29年度末)  370か所  

平成 24年 1月末   288か所 

平成 26年 9月末 315か所 

平成 27年 1月末 317か所 

平成 28年度末 345か所 

平成 29年 7月末 352か所 

 

かみかみ百歳体操 実施か所数 

指標(29年度末) 320か所 

平成 24年 1月末   218か所 

 平成 26年 9月末 256か所 

平成 27年 1月末 264か所 

平成 28年度末 300か所 

平成 29年 7月末 309か所 

 

こうち笑顔マイレージ（健康づくり活動）登録者

のうち，年 40回以上参加している人の人数 

指標(29年)   4,700人 

平成 27年度 

ポイント還元者数 

  2,489人 

平成 28年度 

ポイント還元者数 

  2,767人 

 

いきいき百歳サポーター 新規育成数 

指標(2９年度)   240人 

平成 21～23年度   179人 

平成 24～H26.9.9現在   269人 

平成 27年度 159人/年 

平成 28年度 126人/年 

2年間総数 285人 

平成 29年８月末現在 34人 

  3年間総数 319人 

 

3-3 かかりつけ医，かかりつけ歯科医，かかりつけ薬局の普及  

かかりつけ医がいる人の割合 一般高齢者 

指標(29年度)  57％以上 

平成 26年度  59.1％ 

平成 29年度 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

 

かかりつけ歯科医がいる人の割合  

要介護認定者 

指標(29年度)  61％以上 

平成 26年度  55.8％ 

平成 29年度 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

★ 

★ 
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現計画 重点施策の結果 

 

かかりつけ薬局がある人の割合 一般高齢者 

指標(29年度)  53％以上 

平成 26年度  48.4％ 

平成 29年度 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

４ いきがいづくり 

4-1 社会参加を支援するしくみづくり 

「地域活動に参加している人」の割合 

一般高齢者 

指標(29年度)  60％以上 

平成 26年度  54.7％ 

平成 29年度 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 

 

こうち笑顔マイレージ（ボランティア活動） 

登録者数 

指標(29年度)  800人 

平成 27年 1月末  197人 

平成 29年 3月末      322人 

平成 29年 7月末 358人 

 

 

4-2 地域での支え合い・助け合いのしくみづくり 

「地域活動（趣味，健康・スポーツ，就業以外の

活動）に参加している人」の割合 

一般高齢者 

指標(29年度)  25％以上 

平成 26年度  20.3％ 

平成 29年度 ― 

※平成 29年度は調査の設問内容変更により数値なし 
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２． 平成 29 年度高齢者保健福祉に

関する調査 

 

（１）介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 

資料①参照 
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（２）在宅介護実態調査 

 

      資料②参照 
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（３）在宅療養に関する調査 

 

      資料③参照 
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３． 国の方針 
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４． 新計画概要(案) 
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第７期高知市高齢者保健福祉計画の基本方針案について（６期計画との比較）

いきいき安心の高齢社会づくり　～つながる！　わたし・くらし・こうちし～ ちいきぐるみの支え合いづくり

いきいきと暮らし続けられる

１－１ 自立支援の理解促進 高齢者の健康増進・いきがいづくり・社会参加による

１－２ 自立をめざすケアマネジメントの実施 健康寿命の維持向上及び介護予防の推進

１－３ 自立をめざす介護予防サービスの提供 １－１ 健康づくりの推進

１－４ 生活支援の充実 １－２ 生活支援サービスの充実

１－５ 介護サービスの質の向上 １－３ 市民が主体となる地域活動の推進

１－６ 医療・介護連携

生活に不安を持つ高齢者・家族等の生活を支える

２－１ 認知症の理解促進 施策の推進（ソフト対策）

２－２ 初期からの切れ目ない支援体制の充実 ２－１ ひとりになっても安心して暮らし続けられる支援

２－３ 介護者への支援 ２－２ 認知症になっても安心して暮らし続けられる支援

２－３ 重度の要介護状態になっても安心して暮らし続けられる支援

３－１ 生活習慣病の予防 ２－４ 安心して暮らし続けられるための権利を守る支援

３－２ 住民主体の介護予防活動への支援 ２－５ 災害時でも安心して暮らし続けられる支援

３－３ かかりつけ医，かかりつけ歯科医，かかりつけ薬局の普及

生活に不安を持つ高齢者・家族等の生活を支える施策の推進

４－１ 社会参加を支援するしくみづくり （住環境・公共交通などハード対策）

４－２ 地域での支え合い・助け合いのしくみづくり ３－１ 多様な暮らし方の支援

３－２ 暮らしの中で受けられる介護サービスの充実

５－１ 公共空間や交通のバリアフリー化 ３－３ 公共空間や交通のバリアフリー化

５－２ 生活空間の環境整備

５－３ 福祉ニーズに応える住宅の整備 介護事業所・従事者の質の向上・労働環境の整備促進

５－４ 災害時の支援体制 ４－１ 事業所の質の向上

５－５ 生涯学習・生涯スポーツを推進するためのしくみづくり ４－２ 事業所の職場環境の改善

６－１ 高齢者虐待の早期発見・支援 保険者による地域マネジメント力の強化・推進

６－２ 権利擁護の普及推進 ５－１ 多様な主体との考え方や方向性の共有

５－２ 地域高齢者支援センターの機能強化

７－１ 介護保険の情報提供 ５－３ 地域分析に基づく保険者機能の強化

７－２ 介護相談，苦情への対応

施策の
方向性

施策の
方向性

介護保険を円滑に実施するために基本目標　７

施策の
方向性

基本目標　１ 自立した生活をめざした支援

基本目標　２ 認知症の人への支援

基本目標　３

基本目標　３

住み慣れた地域で暮らし続けられる

基本目標　４

施策の
方向性

施策の
方向性

基本目標　４

誰もが暮らしやすい社会環境，生活環境づくり基本目標　５

施策の
方向性

施策の
方向性

施策の
方向性

施策の
方向性

基本目標　６

介護や看護に従事する人たちが誇りとやりがいを持って働き続けられる

基本目標　５
多様なサービスを効果的に受けられる

６期計画 ７期計画（案）

施策の
方向性

施策の
方向性

高齢社会の健康づくり

基本理念 基本理念

いきがいづくり

施策の
方向性

権利擁護の推進

基本目標　１

基本目標　２

安心して暮らし続けられる
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